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道支出金
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①合　計

その他特財

②人　数（年間）
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事務事業開始年度

区　　　　分

　消防救急無線のデジタル化に向けた広域化及び共同化並びに指令業務の共同運用に
係る実施決定。

20年度予定額

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行う
事務事業
の具体的
な実施内
容
（※補助
金等の場
合は団体
等の活動
内容）

22年度
　消防救急無線のデジタルに向けた広域化及び共同化並びに指令業務の共同運用に係
る実施設計を予定。

21年度

地方債

（単位：千円）【費用の予定額】

20年度

21年度予定額 22年度予定額 23年度以降[毎年］

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

在住、在勤、来市し119災害通報を必要とする全ての人
消防・救急隊員、消防・救急車両に積載及び携帯する無線機、通信指令員

　電波法改正により、消防・救急無線をデジタル方式に移行することになっており、消防業
務には必要不可欠な設備であることから、この設備を強化することが結果として市民の生
命・財産を火災等の災害から守り、被害を最小限に食い止めることに貢献できる。
　また指令業務等を広域化することにより、経費の削減と人員の効率的な活用が図られ
る。
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9,000

0

未定

9,000

防災と消防

Ｈ２０
根拠法令等

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

　〃 終了予定年度

　計　画　

事務事業の概要

節

電波法、消防組織法

　電波法の一部改正により、平成２８年５月までに消防救急無線のデジタル化整備の完了と消防庁通知により消
防救急無線の広域化、共同化及び消防指令業務の共同運用を実施することになっている。
　本市において、北海道から示された区割案（北海道７ブロック）により石狩・空知・後志を１ブロックとする道央ブ
ロックにおいて共同整備を実施し、効率的な運用と費用面の削減を図る予定である。なお、北海道の整備計画に
ついては、平成１９年度中に策定される予定である。
　また、本市の消防指令システムは、平成１４年度に運用を開始しているが、今後デジタル化に対応できる新指令
システムの構築が必要となってくる。新指令システムの更新を図る上でも、道央地区の消防救急無線のデジタル
化に向けた広域化及び共同化並びに指令業務の共同運用を検討していく。

23年度
以降

　消防救急無線のデジタルに向けた広域化及び共同化並びに指令業務の共同運用に係
るシステム整備を予定。
　平成２５年以降指令システム共同運用が開始される予定。

　消防救急無線のデジタルに向けた広域化及び共同化並びに指令業務の共同運用に係
る基本設計を予定。

章 安全で安心できるまち

施策）消防・救急活動の強化施策

00 0

未定

0

未定

9,000

00

基本設計 実施設計 ｼｽﾃﾑ整備
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【事務事業を評価する指標（ものさし）】

①

②

③

①

②

■

□

□

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

緊
急
性

・すぐ実施する必要があるか、熟度は高まっているか（緊急
度合）

3
平成１９年度中に整備計画が道から示され、それを受
けて検討を進めていく予定。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っていな
いか。

ー 受益者負担の余地はなし。

効
率
性

・投入する予算や人員に見合った効果が期待できるか（費
用対効果の度合）
・事業の実施方法は効率的か（同じ経費でもっと効率的な方
法はないか）

4

　消防救急無線の広域化・共同化した場合の整備費
用は、単独整備に比べて共同で整備することから有
効であり、指令業務の共同運用により事務の効率化
が図れる。

【指標の定義（算式等）】

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

有
効
性

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達成
度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有
効度合）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当
性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益
性の度合）

4

　デジタル方式は、従来のアナログ方式に比して、電波の
有効利用が可能であることから、携帯電話、放送等様々な
分野においてデジタル化が推進されているところであり、
消防救急無線についても、デジタル化が求められている。

4

　消防・救急活動においては、患者の傷病情報等の
伝送を行う等、個人情報の保護の観点から、より秘匿
性を向上させたデジタル方式の活用が不可欠であり、
消防力の有効活用、高度化支援及び安心した通信の
実現が図られる。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどない。

消防・救急無線デジタル化

指令業務の共同運用

チェック項目
評
点

選択理由、説明等

整理番号 104

最終目標
指　標　名

基本設計 実施設計

ｼｽﾃﾑ整備し
運用開始、指
令業務共同
運用開始

指　　　　　標　　　　　値

２　指　標

22年度目標単位 20年度目標 21年度目標

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

【指標の定義（算式等）】

法律で実施が義務付けられている事務事業か

事業
担当
部局

電波法の一部改正により、平成２８年５月までにアナログ無線からデジタル無線に移行するため、道央地
区の検討会で消防救急無線のデジタル化や広域化、指令業務の共同運用に向けて協議を進めている。

３　評　価　

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

説明

（上記
評価の
総合的
な説明） 行革

本部
市民の安全を守るうえで消防救急無線は不可欠であることから、デジタル化に向けては効率性など実施
手法について十分な検討が必要である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

　　　■有　　　　　□無

民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）
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